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学生サポート委員会 

 

学生面談記録を学生課に提出 

 

 学生サポートのフロー 

 

 

 

 

           

              

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

①学生面談記録の活用 

一時的な悩みは、担任だけ

で解決・指導 

 

 

（担任内容の注釈） 
 
①・3 回欠席学生報告カード
が 5 科目以上になったた
め 

 ・悩みがありそうだという
通知があったため 

 ・学生本人からの相談があ
ったため等 
〈学生面談記録〉を利用。 

 
②必要に応じ、保護者にも同
席を依頼。 

 
 
 
 
 
 

合理的配慮の内容が確定後も、学生サポート委員会において学期毎

に見直しを実施。 

 申請時期：春学期授業への準備･･･2 月申請 

      秋学期授業への準備･･･7 月申請 

合理的配慮の申請は、授業開始後 8 回を超えると申請はできない。 

学生課 

聞き取り 保健室 

学生サポート委員会

協 議 

内容決定 

本人・保護者との対話（合意形成） 

合理的配慮対象かどうか判断 

 

状
況
・
ニ
ー
ズ
の
確
認 

依頼文 発行 

【担 任】 【学生・保護者】 【各教職員】 

 

実 施 

周 知 学生本人への通知 

科目担当教員への連絡 

フィードバック 

※必要に応じて検討・再考 

配
慮
の
検
討 

 
月 1 回 Stella 利用 

対象学生への調査

や聞き取り 

②当該学生と面談を実施

学生面談記録の活用 


